
　　　春の拡大にむけて　　
春の拡大月間が４月13日から５月２９日
までの約2か月間行われています。
皆様のお声掛けが拡大、人員増員に
繋がります。紹介者キャンペーン実施中‼
皆様のご協力をお願い致します。
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厚生労働省は４月１５日に熱中症対策を罰則付で義務化する改正
省令を公布し６月１日から施行される事となりました。
暑さ指数が２８以上又は気温３１℃以上の環境下で連続１時間以上
１日４時間を超える作業が対象となり事業所が対策を怠った場合
６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金が課される可能性あり

熱中症対策義務化の内容
・熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた時報告する為の連絡先
や担当者を事業所ごとに定める
・作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置、診察等
症状悪化防止に必要な内容、手順を事業所ごとに定める
・対策の内容を労働者に周知する

申請はお済ですか？

小学校入学祝い金 ２万円

中学校入学祝い金 ２万円

資格・講習助成 年度２万円迄

申請要件等詳細は大田支部へお問い合わせ下
さい
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職場の熱中症対策が義務化


